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第　21　号

第 21 号

　　　令和 6 年度山梨県一般会計予算

　令和 6 年度山梨県一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第  1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 514,545,443 千円と定める。

 2 　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

（繰越明許費）

第  2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

「第 2 表繰越明許費」による。

（債務負担行為）

第  3 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担

行為」による。

（地方債）

第  4 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、「第 4 表地方債」による。

（一時借入金）

第 5 条　地方自治法第235条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第  6 条　地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。
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　⑴ 　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 県 税 96,571,156

1 県 民 税 32,671,500

2 事 業 税 29,404,950

3 地 方 消 費 税 10,055,550

4 不 動 産 取 得 税 1,884,050

5 県 た ば こ 税 1,071,800

6 ゴ ル フ 場 利 用 税 778,150

7 軽 油 引 取 税 6,896,350

8 自 動 車 税 13,797,800

9 鉱 区 税 200

10 固 定 資 産 税 2

11 狩 猟 税 10,800

　　　　　 第 1 表　　歳入歳出予算
　　　　　　　 歳　入

（単位千円）
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12 旧 法 に よ る 税 4

2 地 方 消費税清算金 42,177,053

1 地 方 消費税清算金 42,177,053

3 地 方 譲 与 税 16,354,692

1 特 別 法 人 事 業
譲 与 税 14,882,000

2 地 方 揮発油譲与税 1,204,000

3 石 油 ガ ス 譲 与 税 62,000

4 自 動 車重量譲与税 141,000

5 森 林 環 境 譲 与 税 65,692

4 地 方 特 例 交 付 金 2,534,151

1 地 方 特 例 交 付 金 2,534,150

2 新型コロナウイルス感染症対
策地方税減収補塡特別交付金 1

5 地 方 交 付 税 136,074,000

1 地 方 交 付 税 136,074,000
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6 交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金 216,000

1 交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金 216,000

7 分 担 金及び負担金 2,209,943

1 負 担 金 2,209,943

8 使 用 料及び手数料 7,234,761

1 使 用 料 5,906,387

2 手 数 料 1,328,374

9 国 庫 支 出 金 49,910,196

1 国 庫 負 担 金 19,888,149

2 国 庫 補 助 金 29,217,640

3 国 庫 委 託 金 804,407

10 財 産 収 入 578,353

1 財 産 運 用 収 入 293,112

2 財 産 売 払 収 入 285,241
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11 寄 附 金 177,671

1 寄 附 金 177,671

12 繰 入 金 17,577,644

1 特 別 会 計 繰 入 金 736,730

2 基 金 繰 入 金 16,840,914

13 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

14 諸 収 入 93,733,822

1 延滞金、加算金及び
過 料 等 96,008

2 県預金及び貸付金等
利 子 収 入 28,853

3 貸 付 金 等 償 還 金 88,379,675

4 受 託 事 業 収 入 1,519,115

5 収 益 事 業 収 入 2,291,090

6 雑 入 1,419,081
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15 県 債 49,196,000

1 県 債 49,196,000

歳 入 合 計 514,545,443
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款 項 金　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 1,045,290

1 議 会 費 1,045,290

2 総 務 費 37,335,437

1 総 務 管 理 費 17,125,226

2 企 画 費 9,653,796

3 徴 税 費 3,776,803

4 市 町 村 振 興 費 1,892,605

5 選 挙 費 10,692

6 防 災 費 4,232,865

7 統 計 調 査 費 345,957

8 人 事 委 員 会 費 137,010

9 監 査 委 員 費 160,483

　　　　　　　 歳　出



 ―
 7
5 
―

3 民 生 費 61,379,136

1 社 会 福 祉 費 44,489,887

2 児 童 福 祉 費 15,675,750

3 生 活 保 護 費 1,078,030

4 災 害 救 助 費 135,469

4 衛 生 費 18,292,298

1 公 衆 衛 生 費 5,984,182

2 環 境 衛 生 費 2,281,359

3 保 健 所 費 1,009,015

4 医 薬 費 9,017,742

5 労 働 費 1,769,857

1 労 政 費 151,595

2 職 業 訓 練 費 1,401,773

3 労 働 力 対 策 費 139,216

第　21　号



 ―
 7
6 
―

4 労 働 委 員 会 費 77,273

6 農 林 水 産 業 費 23,149,560

1 農 業 水 産 業 費 4,922,954

2 畜 産 業 費 1,117,053

3 農 地 費 8,217,995

4 林 業 費 8,891,558

7 商 工 費 78,873,864

1 商 工 費 77,853,988

2 観 光 費 1,019,876

8 土 木 費 68,796,843

1 土 木 管 理 費 3,535,028

2 道 路 橋 り ょ う 費 33,054,258

3 河 川 砂 防 費 15,933,217

4 都 市 計 画 費 7,445,202
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5 住 宅 費 8,829,138

9 警 察 費 25,105,199

1 警 察 管 理 費 22,011,906

2 警 察 活 動 費 3,093,293

10 教 育 費 89,754,122

1 教 育 総 務 費 15,108,952

2 小 学 校 費 25,524,543

3 中 学 校 費 14,222,236

4 高 等 学 校 費 14,831,074

5 特 別 支 援 学 校 費 7,901,264

6 社 会 教 育 費 3,985,049

7 保 健 体 育 費 915,891

8 大 学 費 1,417,027

9 私 学 振 興 費 5,848,086

第　21　号
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11 災 害 復 旧 費 2,925,126

1 農 林 水産施設災害
復 旧 費 412,175

2 土木施設災害復旧費 2,512,951

12 公 債 費 70,374,398

1 公 債 費 70,374,398

13 諸 支 出 金 35,244,313

1 財政調整基金積立金 9,051

2 自然保護基金積立金 50

3 土地開発基金積立金 2,748

4 公 共 施 設 整 備 等
事 業 基 金 積 立 金 10,994

5 諸 費 35,221,470

14 予 備 費 500,000

1 予 備 費 500,000

歳 出 合 計 514,545,443
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款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　額

2 総 務 費
1 総 務 管 理 費 県 有 財 産 管 理 費 1,886,637

6 防 災 費 防 災 行 政 無 線 費 3,128,928

7 商 工 費 1 商 工 費 商 工 企 画 費 1,233,163

　第 2 表　　繰越明許費 (単位千円)
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 第 3 表　　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

令和 6 年度に銀行その他の金融機関が、山 
梨県土地開発公社に貸付けた事業資金の債 
務を保証すること。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

5,667,698千円を限度として貸付けた場合の元利金 
（遅延利息を含む。）に相当する額

リニアやまなしビジョン実証実験サポート 
事業について委託契約を締結すること。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

10,000 千円

企業等の最先端技術、新製品の実証実験 
（リニアやまなしビジョン実証実験サポー 
ト事業）に対し助成すること。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

40,000 千円

電子申請受付共同事業について山梨県市町 
村総合事務組合と協定を締結すること。

令和 6 年度から
令和11年度まで

138,449 千円

令和 6 年度に大村智人材育成基金若者海外 
留学体験人材育成事業に係る留学費用の補 
助対象者に対し助成を決定すること。

令和 6 年度から
令和 8 年度まで

6,250 千円

令和 6 年度の共同発行市場公募地方債（グ 
リーンボンド）の発行によって生ずる連帯 
債務を保証すること。

令和 6 年度から
令和16年度まで

発行総額から本県負担額を控除して得た額及びこ 
れに対する利息の合計額相当額
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自動車税納税通知書の印刷等について委託 
契約を締結すること。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

9,365 千円

令和 6 年度に医師修学資金及び医師研修資 
金について貸与契約を締結すること。

令和 7 年度から
令和11年度まで

428,400 千円

令和 6 年度に医師海外留学資金について貸 
与契約を締結すること。

令和 7 年度から
令和 9 年度まで

23,100 千円

令和 6 年度に看護職員修学資金について貸 
付けを決定すること。

令和 7 年度から
令和 9 年度まで

120,564 千円

令和 6 年度に医療機関の短時間正規職員勤 
務制度導入に伴う職員の雇用等に対し助成 
すること。

令和 7 年度から
令和 8 年度まで

37,800 千円

令和 7 年度に公立大学法人山梨県立大学が 
開講する感染管理認定看護師教育課程への 
看護師派遣に伴う県外実習旅費に対し助成 
すること。

令和 7 年度 5,908 千円

令和 6 年度に銀行その他の金融機関が、公 
益財団法人山梨県環境整備事業団に貸付け 
た事業資金について損失を受けた場合、そ 
の損失を補償すること。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

408,417千円を限度として貸付けた場合の元利金 
（遅延利息を含む。）に相当する額
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県内企業の医療機器関連国内大規模展示会、 
米国展示会への出展及び米国ＦＤＡ認証の 
取得・登録に対し助成すること。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

11,000 千円

令和 6 年度に県内中小企業者の新技術、新 
製品の研究開発事業（やまなしイノベーシ 
ョン創出事業）に対し助成すること。

令和 6 年度から
令和 8 年度まで

40,000 千円

航空・宇宙・防衛産業で部品調達基準とし 
て採用されている国際認証を取得する県内 
企業に対し助成すること。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

5,000 千円

金融機関が、経済変動対策融資として総額
9,000,000千円の範囲内で融資した資金、起業 
家支援融資として総額1,500,000千円の範囲内で 
融資した資金、事業承継支援融資として総額 
1,500,000千円の範囲内で融資した資金、新型コ 
ロナ・物価高騰対応経営再生融資として総額 
22,000,000千円の範囲内で融資した資金、小規 
模企業サポート融資として総額4,000,000千円の 
範囲内で融資した資金及び経営再生支援融資と 
して総額500,000千円の範囲内で融資した資金に 
ついて、山梨県信用保証協会が債務の保証（事 
業承継支援融資については、事業承継特別保証 
制度要綱（20191217中庁第 4 号、令和元年12月25
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山梨県信用保証協会が、令和 6 年度に債務 
保証する経済変動対策融資、起業家支援融 
資、事業承継支援融資、新型コロナ・物価 
高騰対応経営再生融資、小規模企業サポー 
ト融資及び経営再生支援融資について損失 
を受けた場合、その損失額の一部を補償す 
ること。

令和 6 年度から
令和23年度まで

日制定）第10項ただし書きによる料率が適用さ 
れたもの又は経営承継借換関連保証事務取扱要 
領（20200915中庁第 2 号、令和 2 年 9 月18日制定） 
第14項（1）ただし書きによる料率が適用され 
たものに限る。）を行ったことによって生じた 
代位弁済額から、中小企業信用保険法第 5 条の 
規定により支払いを受けた保険金の額を控除し 
た額（責任共有制度により債務保証した場合に 
あっては、同条の規定により支払いを受けた保 
険金の額を控除した額の80％相当額）のうち、 
経済変動対策融資に係るものについては75％以
内（ただし、経営安定関連保証 1 号若しくは 4 号
又は災害関係保証を付したものについては20％以
内、危機関連保証又は東日本大震災復興緊急保
証を付したものについては40％以内とする。）、
起業家支援融資（ただし、スタートアップ創出 
促進保証制度（令和 5 年 2 月 6 日付け、20230130 
中庁第 3 号）による保証を付したものについては 
10％以内とする。）、事業承継支援融資及び新 
型コロナ・物価高騰対応経営再生融資に係るも 
のについては20％以内、小規模企業サポート融 
資に係るものについては55％以内、経営再生支 
援融資に係るものについては65％以内（ただし、 
責任共有制度の対象除外となる協会の保証付き

第　21　号
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の既往借入金を借り換えた場合（当該既往借入 
金の範囲内の額を借り換えた場合に限る。）で 
あって事業再生計画実施関連保証又は責任共有 
制度の対象除外となる協会の保証付きの既往借 
入金若しくは経営安定関連保証 5 号（令和 2 年経 
済産業省告示第49号により経済産業大臣が認め 
た場合として指定した期間（延長後の期間を含 
む。）に信用保証協会が申込を受け付けし、か 
つ、貸付実行されたものに限る。）に係る既往 
借入金を借り換えた場合（信用保証協会の保証 
付きの既往借入金の範囲内の額を借り換えた場 
合に限る。）であって、事業再生計画実施関連 
保証（感染症対応型に限る。）を付したもの 
については20％以内、経営安定関連保証 5 号（令 
和 2 年経済産業省告示第49号により経済産業大 
臣が認めた場合として指定した期間（延長後の 
期間を含む。）に信用保証協会が申込を受け付 
けし、かつ貸付実行されたものに限る。）に係 
る既往借入金を借り換えた場合（信用保証協会 
の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換 
える場合に限る。）については25％以内とする。）

令和 6 年度にものづくり人材就業支援事業 
に係る奨学金返還支援の対象者に対し助成 
を決定すること。

令和 6 年度から
令和16年度まで

59,636 千円
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障害者の多様なニーズに対応した職業訓練 
について委託契約を締結すること。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

21,890 千円

令和 6 年度に緊急離転職者訓練事業（介護福 
祉士養成コース等）について委託契約を締 
結すること。

令和 6 年度から
令和 9 年度まで

329,032 千円

令和 6 年度に山梨県信用農業協同組合連合 
会等金融機関及び公益社団法人全国農地保 
有合理化協会が、公益財団法人山梨県農業 
振興公社に事業資金を融資したことにより 
損失を受けた場合、その損失を補償するこ 
と。

令和 6 年度から
令和16年度まで

241,793千円を限度として貸付けた場合の元利金 
（遅延利息を含む。）に相当する額

令和 6 年度融資に係る農業近代化資金の利 
子補給を行うこと。　

令和 7 年度から
令和26年度まで

融資限度額 1,000,000千円の利率年 1.85％以内

令和 6 年度融資に係る農業災害対策資金の 
利子補助を行うこと。

令和 7 年度から
令和16年度まで

融資限度額 100,000千円の利率年 1.0％以内

令和 6 年度融資に係る農村住宅資金の利子 
補給を行うこと。

令和 7 年度から
令和21年度まで

融資限度額 100,000千円の利率年 1.75％以内

令和 6 年度融資に係る農業経営改善資金の 
利子補給を行うこと。

令和 7 年度から
令和16年度まで

融資限度額 100,000千円の利率年 1.75％以内

第　21　号



 ―
 8
6 
―

令和 6 年度融資に係る中山間地域活性化資 
金の利子補給を行うこと。

令和 7 年度から
令和31年度まで

融資限度額 100,000千円の利率年 1.8％以内

令和 6 年度融資に係る農業経営負担軽減支 
援資金の利子補給を行うこと。

令和 7 年度から
令和21年度まで

融資限度額 100,000千円の利率年 1.95％以内

令和 6 年度融資に係る大家畜特別支援資金 
の利子補給を行うこと。

令和 7 年度から
令和21年度まで

融資限度額 18,000千円の利率年 0.56％以内

令和 6 年度融資に係る畜産経営体質強化支 
援資金の利子補給を行うこと。

令和 7 年度から
令和31年度まで

融資限度額 306,000千円の利率年 0.25％以内

令和 6 年度融資に係る家畜疾病経営維持資 
金の利子補給を行うこと。

令和 7 年度から
令和13年度まで

融資限度額 180,000千円の利率年 1.019％以内

令和 6 年度に銀行その他の金融機関が、山 
梨県住宅供給公社に貸付けた事業資金につ 
いて損失を受けた場合、その損失を補償す 
ること。

令和 6 年度から
令和15年度まで

6,919,423千円を限度として貸付けた場合の元利金
（遅延利息を含む。）に相当する額

一般国道140号道路改良工事（甲府市）に 
ついて用地取得及び物件移転補償契約を締 
結すること。

令和 7 年度 200,000 千円

一般国道413号道路改良工事（南都留郡道 
志村）について物件移転補償契約を締結す 
ること。

令和 7 年度 15,000 千円
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主要地方道市川三郷富士川線富士橋旧橋撤 
去工事（南巨摩郡富士川町）について請負 
契約を締結すること。

令和 7 年度 600,000 千円

主要地方道甲府昇仙峡線道路改良工事（甲 
府市、甲斐市）について請負契約を締結す 
ること。

令和 7 年度 150,000 千円

主要地方道茅野北杜韮崎線道路改良工事 
（韮崎市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 100,000 千円

主要地方道韮崎増富線道路改良工事（北杜 
市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 200,000 千円

主要地方道甲府中央右左口線道路改良工事 
（甲府市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 400,000 千円

主要地方道笛吹市川三郷線道路改良工事 
（西八代郡市川三郷町）について請負契約 
を締結すること。

令和 7 年度 200,000 千円

一般県道天神平甲府線電線共同溝工事（甲 
府市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 100,000 千円
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一般県道箕輪須玉線道路改良工事（北杜 
市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 60,000 千円

一般県道富士吉田西桂線道路改良工事（南 
都留郡西桂町）について請負契約を締結す 
ること。

令和 7 年度 50,000 千円

一般国道140号落合 5 号橋（仮称）上部工事 
 2 工区（甲府市）について請負契約を締結 
すること。

令和 7 年度から
令和 8 年度まで

650,000 千円

一般国道140号唐柏 1 号橋（仮称）下部工事 
（笛吹市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 250,000 千円

主要地方道甲府昇仙峡線新長とろ橋上部工 
事（甲府市、甲斐市）について請負契約を 
締結すること。

令和 7 年度から
令和 8 年度まで

700,000 千円

主要地方道甲府昇仙峡線櫻橋下部工事（甲 
府市、甲斐市）について請負契約を締結す 
ること。

令和 7 年度 100,000 千円

一般県道中下条甲府線長松寺橋下部工事 
（甲府市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 100,000 千円
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一般県道中下条甲府線長松寺橋上部工事 
（甲府市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 300,000 千円

一般県道横手日野春停車場線駒城橋上部工 
事（北杜市）について請負契約を締結する 
こと。

令和 7 年度から
令和 8 年度まで

300,000 千円

一般国道139号電線共同溝工事（富士吉田 
市）について物件移転補償契約を締結する 
こと。

令和 7 年度 57,000 千円

主要地方道甲府韮崎線電線共同溝工事（甲 
府市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 100,000 千円

主要地方道南アルプス公園線道路附属物補 
修工事（南巨摩郡早川町）について請負契 
約を締結すること。

令和 7 年度 130,000 千円

一般県道中下条甲府線電線共同溝工事（甲 
府市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 200,000 千円

一般県道山中湖忍野富士吉田線道路改良工 
事 1 工区（富士吉田市）について物件移転 
補償契約を締結すること。

令和 7 年度 25,000 千円
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一般県道山中湖忍野富士吉田線道路改良工 
事 2 工区（富士吉田市）について物件移転 
補償契約を締結すること。

令和 7 年度 28,000 千円

一般国道140号西沢大橋補修工事（山梨 
市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 200,000 千円

主要地方道甲府山梨線甲府跨線橋補修工事 
（甲府市）について委託契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 150,000 千円

一級河川鎌田川基幹河川改修工事 1 工区 
（中央市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 200,000 千円

一級河川鎌田川基幹河川改修工事 2 工区 
（中央市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 200,000 千円

一級河川高倉川改修工事（甲府市）につい 
て請負契約を締結すること。

令和 7 年度から
令和 8 年度まで

240,000 千円

一級河川古川改修工事（韮崎市）について 
請負契約を締結すること。

令和 7 年度 90,000 千円
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一級河川貢川改修工事（甲斐市）について 
請負契約を締結すること。

令和 7 年度 70,000 千円

一級河川新名庄川改修工事 1 工区（南都留 
郡忍野村）について用地取得及び物件移転 
補償契約を締結すること。

令和 7 年度 35,000 千円

一級河川新名庄川改修工事 2 工区（南都留 
郡忍野村）について用地取得及び物件移転 
補償契約を締結すること。

令和 7 年度 9,000 千円

富士川水系漆川通常砂防工事（南アルプス 
市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 40,000 千円

富士川水系湯沢川通常砂防工事（南巨摩郡 
身延町）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 40,000 千円

富士川水系中沢川通常砂防工事（南巨摩郡 
身延町）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 50,000 千円

相模川水系上手沢通常砂防工事（都留市） 
について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 30,000 千円

相模川水系テントウ沢通常砂防工事（大月 
市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 30,000 千円
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相模川水系井狩沢通常砂防工事（北都留郡 
小菅村）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 30,000 千円

中村地区急傾斜地崩壊対策工事（大月市） 
について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 40,000 千円

八ツ沢地区急傾斜地崩壊対策工事（上野原 
市）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 40,000 千円

小田船原地区急傾斜地崩壊対策工事（南巨 
摩郡身延町）について請負契約を締結する 
こと。

令和 7 年度 50,000 千円

富士川水系大城川砂防工事（南巨摩郡身延 
町）について請負契約を締結すること。

令和 7 年度 40,000 千円

都市計画道路和戸町竜王線道路改良工事 
（甲府市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 200,000 千円

都市計画道路桜井町敷島線電線共同溝工事 
（甲府市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 50,000 千円

都市計画道路大手二丁目浅原橋線道路改良 
工事（甲府市）について用地取得及び物件 
移転補償契約を締結すること。

令和 7 年度から
令和 8 年度まで

240,000 千円
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都市計画道路韮崎本町通り線電線共同溝工 
事（韮崎市）について請負契約を締結する 
こと。

令和 7 年度 100,000 千円 

都市計画道路桜井町敷島線電線共同溝工事 
（甲斐市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 50,000 千円 

都市計画道路田富町敷島線電線共同溝工事 
 1 工区（甲斐市）について請負契約を締結 
すること。

令和 7 年度 100,000 千円 

都市計画道路田富町敷島線電線共同溝工事 
 2 工区（甲斐市）について請負契約を締結 
すること。

令和 7 年度 100,000 千円 

都市計画道路田富町敷島線電線共同溝工事 
 3 工区（甲斐市）について請負契約を締結 
すること。

令和 7 年度 100,000 千円 

小瀬スポーツ公園非常用電源設備設置工事 
（甲府市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 300,000 千円

富士北麓公園非常用電源設備設置工事（富 
士吉田市）について請負契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度 200,000 千円
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県営住宅使用料納入通知書の印刷等につい 
て委託契約を締結すること。

令和 7 年度 2,005 千円

教育情報ネットワークシステムのセキュリ 
ティ監視について委託契約を締結するこ 
と。

令和 7 年度から
令和 9 年度まで

133,565 千円

令和 6 年度小学校教員確保推進事業に係る 
奨学金返還支援の対象者に対し助成するこ 
と。

令和 6 年度から
令和18年度まで

25,680 千円

科学捜査研究所に係る特殊機器の機動セン 
ターへの移設について委託契約を締結する 
こと。

令和 6 年度から
令和 7 年度まで

97,778 千円

警察本部通信指令システム機器等の賃借に 
ついて契約を締結すること。

令和 6 年度から
令和12年度まで

1,270,093 千円

自動車保管場所証明電子化システム機器等 
の賃借について契約を締結すること。

令和 6 年度から
令和12年度まで

202,653 千円
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 第 4 表　　地　方　債 (単位千円)

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

農 地 費 1,662,000 

普 通 貸 借 又 は
債 券 発 行  （ 他
の 地 方 公 共 団
体 と の 共 同 発
行 を 含 む ）    　

5.0 ％以内
（ただし､
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について､
利率の見直
しを行った
後において
は､ 当該見
直し後の利
率 ）

政府資金については､ その融資条件により､ 銀
行その他の場合には､ その債権者と協定するも
のとする｡ ただし､ 財政その他の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し､ 若しくは繰上償
還又は低利に借換えをすることができる｡

林 業 費 1,300,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

道 路 橋 り ょ う 費 6,064,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

河 川 砂 防 費 1,672,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

都 市 計 画 費 1,216,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

住 宅 費 314,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

国直轄事業費負担金 3,383,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上
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災 害 復 旧 費 1,149,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

山梨県立大学整備費 221,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

公共施設等長寿命化等
事 業 費 3,505,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

防災情報システム整備費 11,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

防災行政無線整備費 3,022,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

高齢者居室等整備資金
貸 付 金 4,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

障 害 児（ 者 ） 施 設
整 備 費 57,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

県立病院機構貸付金 1,365,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

森林総合研究所整備費 49,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

農林大学校整備費 23,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

脱炭素化推進事業費 4,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

自立・分散型エネルギー
設 備 等 整 備 費 5,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

アイメッセ山梨整備費 322,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

スタートアップ支援拠点
整 備 費 1,108,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上
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自然公園施設整備費 54,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

富士山下山道整備費 30,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

県立博物館整備費 24,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

地方道路等整備事業費 10,039,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

自然災害防止事業費 726,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

河川等整備事業費 8,121,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

生活関連土木施設 
整 備 事 業 費 640,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

総合教育センター整備費 15,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

高 等 学 校 建 設 費 81,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

特別支援学校整備費 52,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

駐 在 所 等 整 備 費 115,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

警察本部庁舎等整備費 1,380,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

警 察 官 待 機 宿 舎 
整 備 費 39,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

交通安全施設整備費 682,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上
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臨 時 財 政 対 策 債 742,000 同 上 同 上 同 　 　 　 　 　 　 上

　計　 49,196,000 


